
不正防止計画推進委員会
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制

・具体策の策定・実施
・モニタリング・改善指示

・基本方針の策定
・必要な措置

教員・研究員等
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研究域の系長等
をもって充てる。

部局責任者を補
佐する。各予算部局を所掌する会計担当課長を

もって充てる。

部局責任者を実務の面から補佐し、各部
局における不正発生要因等を集約する。
事務部においては部局副責任者を兼ねる。

国立大学法人金沢大学会
計規則第13条に定める予算
責任者をもって充てる。
部局全体を統括する。
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者

内部
監査

不正防止計画推進部署
（学長の直属として設置・

統括管理責任者の実働部門）

研究費等不正使用防止体制

法人監査室
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・状況報告

大学全体を統括し、
研究費等の運営・
管理について最終
責任を負う。
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研究費等の使用等
に関する連絡・相談

実務上で把握された
不正発生要因

最高管理責任者
（学長）

最高管理責任者を
補佐し、大学全体
を統括する。

統括管理責任者
（財務担当理事）

部局責任者

・具体策の実施
・モニタリング・改善指示

議論

・状況報告

・状況報告
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役員会等報告・意⾒ 議論


